
苓北町マイナンバーカード出張申請受付方式（企業等一括申請方式）実施要領 

 苓北町では、町民のマイナンバーカード取得推進のため、「出張申請受付方式（企業等一括申請方

式）」によるマイナンバーカードの申請受付方式を実施します。町職員が町内の企業、地域団体及び

個人宅等を訪問し、一括で申請を受け付ける。マイナンバーカードは本人限定受取郵便で自宅に郵送

するので、申請者は役場に出向くことなく受け取ることができる。（申請から受け取りまでは約 1 ヶ

月程度必要） 

 

１ 対象団体等 

 苓北町に住民登録がある方を有する次の企業・団体・個人等 

 (1)町内に事務所を置く企業等 

 (2)町内の地域団体等(町内会、老人会等) 

(3)町内に住民登録がある個人 

 

２ 実施日時 

 令和２年度から実施 

 原則として開庁日の午前１０時から午後４時まで 

※対象団体の事情等によっては実施日時を調整する。 

※申請書・電子証明書暗証番号設定依頼書を事前記入していただくことで、一人当たりの申請受付

時間を５分程度と想定。 

 

３ 申し込みの条件(すべての条件を満たすことが必要(個人申請を除く)) 

(1)町内の企業、地域団体であること。 

(2)申請者本人(15 歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人とともに)が苓北町の指定する申 

請に必要な書類等を持参のうえ、当日申請会場に来ることができること。（代理申請は不可） 

(3)申請から 2ヶ月以内に住所を変更する予定がないこと。 

(4)申請団体は以下の点を承諾すること。 

①出張申請受付の事前の申し込み及び町職員との事前打ち合わせ(日程調整等)が可能な団体

であること。 

    ②申請希望者が概ね 10 名以上で住所・氏名・生年月日を記入した申請者名簿を事前に提出で

きること。（10名に満たない場合は要相談のこと） 

    ③申請団体で会場、机・椅子等の備品及び本町が持参するタブレット端末等の電源の準備が

できること。 

    ④受付当日の申請者の案内・誘導を申請団体で行うこと。 

    ⑤申請団体内で取りまとめ、次の内容を知らせることができること。 

       (ｱ)実施の日時、会場 

     (ｲ)申請受付時に持参する書類 

(5)個人の申請の場合は、苓北町に住民登録があること。但し、自宅等で手続きの了解が得られる    

  者 
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４ 申請から交付までの流れ 

(1) 町内の企業、地域団体は、実施希望日の 20日前までに、「マイナンバーカード出張申請受

付申込書」及び「申請希望者リスト」に必要事項を記入し、税務住民課へ提出する。個人

の申請については、電話連絡で可能とし、申請希望日の前日までに申請希望日時、氏名、

住所、生年月日、性別の基本 4情報を伝える。 

(2) 町内の企業、地域団体については、上記申込書を受領後、町担当者と日程調整及び連絡事

項等の確認のため打ち合わせ行い、事前に記入が必要な申請書等を申請団体へ渡す。 

(3) 町内の企業、地域団体は、申請書等を申請希望者へ配布する。申請希望者は当日までに必

要事項の記入を行う。 

(4)実施日当日、会場で町担当者が本人確認と同時に通知カード、住民基本台帳カード(所持者の

み)を回収し、申請書の受付申請を行う。その際に申請に必要な顔写真を撮影する。 

   ※通知カード紛失の場合は、通知カード紛失届を記入してもらう。 

(5)申請受付から約 1 ヶ月後、発行されたマイナンバーカードを、申請者の住民票記載の住所へ

「本人限定受取郵便」で郵送、もしくは企業等へ持参し、本人確認を行った上で交付する。 

 

５ 申請時に用意するもの 

  (1)個人番号カード/電子証明書申請依頼書 

  (2)個人番号カード/電子証明書暗証番号設定依頼書                                       

兼個人番号カード送付依頼書兼照会書 

  (2)通知カード(紛失した場合は、「通知カード紛失届」を当日記入) 

  (3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)  

  (4)本人確認書類 

   いずれの書類も券面が現在の情報であり、有効期限内のものに限る。 

   ①Ａ書類 ２点 

   ②Ａ書類とＢ又はＣ書類それぞれ 1点ずつ 

Ａ 運転免許証、運転経歴証明書（平成 24年 4 月 1日以降発行のもの）、旅券、身体障

害者手帳、療育手帳、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード 等 

Ｂ 保険証(健康保険、介護保険、後期高齢者等)、年金証書、生活保護受給者証、子育て

支援受給資格者証、住民基本台帳カード(写真なし) 等 

Ｃ 診察券、預金通帳、学生証、社員証 等 

(氏名・住所、氏名・生年月日 等 2点記載のあるもの) 

 

６ 注意事項 

(1)既にマイナンバーカードの交付申請をしている方は申請できない。 

(2)通知カードを紛失している場合は、「通知カード紛失届」を記載してもらうが、自宅以外で紛

失している場合は警察への遺失物届出が必要。 

(3)申し込み多数の場合は、申請団体の希望に添えない場合もある。 

 

事前に町から配布 

Ａ書類がない場合は要相談 


